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この広報誌は、社協会費と赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。 

 

老人クラブ連合会 

 

開催 
各地区から選抜されたメンバーが優勝を目指し

て１ヶ月ほど前より練習をして白熱した戦いが

繰り広げられました。今年は 18 チームの参加

があり大変盛り上がりました！  

 

～優勝した種川Ｂチーム～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この広報誌は、社協会費と赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。 

 

 

老人クラブ連合会の今年度最後の事業は、「ふれあい交流学習会」です！ 

午前中は豊寿園：吉田事務長による「特別養護老人ホーム豊寿園について」のお話し、北

部桧山衛生センター組合職員と今金町役場くらし安心課職員による「資源ごみの適切な出

し方について」のお話しを聞きました。 

昼食をはさみ、午後からは会員を１２チームに分け、３つのレクリエーションで交流を深

めました。終始笑い声が聞こえ、楽しい交流学習会となりました。 
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社会福祉事業功労者（社会福祉事業に１０年以上従事し、その功績が特に顕著なもの）

として、この度、下田屋 守様が受賞されました。なお、下田屋様は民生委員児童委員

として平成２５年１２月１日から現在まで１１年３ヶ月従事されています。 

ボ ラ 

ン テ イ

 

ア

 募 

下記のボランティア活動に協力していただける

方はご連絡をお待ちしております      

【お問い合わせ】 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会 

電 話 ８２－０５５７ 
（午前８時３０分～午後５時１５分まで）※土・日・祝日を除く 

     ４月１７日（木） 

       14：00～ 

      ブックスタート事業 
      （としべつ保健センター） 

 

４月２２日（火） 

  10：00～ 

 すくすく親子広場 
  （としべつ保健センター） 

 

 ４月２３日（水） 

   11：00～ 

  おはなしひろば 
   （町民センター図書室） 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   令和７年３月２１日  第１２号  今金町総合福祉施設としべつ内  ℡８２－０５５７ 
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～社協の動き～ 
＜４月＞ 

２日（水）通いの場「いま活」（老人福祉センター） 

９日（水）老人クラブ連合会三役会議（としべつ） 

１７日（木）通いの場「いま活」（老人福祉センター） 

２５日（金）老人クラブ連合会定期総会（老人福祉センター） 

＜５月＞ 

  ８日（火）通いの場「いま活」（老人福祉センター） 

１５日（木）令和６年度決算監査（としべつ） 

   ２８日（水）老人クラブ連合会三役会議（としべつ） 

   ２８日（水）通いの場「いま活」（老人福祉センター） 

お知らせ 

町民センター内“子いもちゃん広場”に 

 

3月 25日（火）～3月 28日（金）の４日間 

子ども服のリサイクルコーナーを設置します！ 

どうぞお気軽にご覧ください(^^) 

 

子ども服 りサイクル 

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございます。 

★(有)柴山保険事務所 様   金 １０，０００円 
～社会福祉事業へ 

 

お知らせ 

令和７年２月２６日からの岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、大船

渡市に災害救助法が適用されました。 

岩手県共同募金で受け付けている義援金は、被災された方々を支援することを目的とし、被災

者が安心できる生活を一刻も早く取り戻すための義援金です。 

なお、救援物資については受付できませんのでご了承ください。 

※お寄せいただいた義援金は、全額が被災した岩手県に届けられ、 

義援金配分委員会の決定に基づいて被災者に公平に配分されます。 

詳しくは…としべつ内 今金町共同募金委員会（82-0557）まで 

「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」の募集について 


